
船舶事故等調査報告書 

平成２７年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５広第１２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１２月１８日 ０２時２５分ごろ 

発生場所 香川県直島町直
なお

島北方沖 

 讃岐寺島灯台から真方位３５６°７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２９.２１′ 東経１３３°５８.３０′） 

事故等調査の経過  平成２７年１月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 太平
たいへい

丸、４９８トン 

 １３３４６３、井本船舶株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

航海士Ａ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、コンテナ約３０本

を積載し、航海士Ａが船長と交替して単独の船橋当直につき、愛媛県

四国中央市三島川之江港に向け、直島北方沖を約１０ノットの速力で

手動操舵により西進していた。 

 航海士Ａは、反航船を認めたので右転して避航し、反航船が通過し

た後、元の進路に戻そうと左転したところ、平成２６年１２月１８日

０２時２５分ごろ、本船は、直島北方沖の松島北岸に乗り揚げた。 

 船長は、乗揚後、乗組員及び船体の安全を確認し、海上保安庁に本

事故の通報を行った。 

 本船は、０６時２０分ごろ、高潮時に自力で離礁した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 その他の事項  航海士Ａは、事前に海図等で航行海域の水路調査を行っておらず、

直島北方沖に松島が存在することを知らなかった。 

 本船は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させていた。 

 航海士Ａは、平成２６年１１月３０日から本船に乗船し、レーダー

の操作に習熟していなかった。 

 航海士Ａは、ＧＰＳプロッターを拡大表示で使用し、過去の航跡に

沿うように操船していたが、反航船を避航した際、大きく航跡から外

れたので元の進路に戻そうと操船した。 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、直島北方沖を西進中、航海士Ａが、反航船を避航すること

に意識を向けていたことから、直島北方沖の松島に接近していること

に気付かず、元の針路に戻そうと左転したところ、松島北岸に乗り揚

げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、直島北方沖を西進中、航海士Ａが、反航船を避航

することに意識を向けていたため、直島北方沖の松島に接近している

ことに気付かず、元の針路に戻そうと左転したところ、松島北岸に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に航行海域の水路調査を行うこと。 

 


